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第２章 設計・積算基準 
 

第１節 設計基準 

 

１－１ 工事基準面と潮位 

基本水準面(工事基準面)と，港湾で常用されている各種の潮位との関係および定義は次のとおりで

ある。 

 
 

１－２ 宮城県内各港における基準水面と潮位の関係及び工事区分 

（１）基準水面と潮位の関係 

 

 仙台塩釜港仙台港区 仙台塩釜港塩釜港区，松島港

潮位間の関係 
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（参考）仙台塩釜港（仙台港区）の工事基準面を平成５年１月に以下のとおり変更している。 

改訂後（H5d～） 改訂前（～H4ｄまで）

H.W.L ２．７０（０．７７） ２．６０８（０．６７８）

M.S.L ２．０２（０．０９） １．９１８（－０．０１２）

T.P １．９３（±０．００） １．９３０（±０．００）

C.D.L L.W.L １．０９（－０．８４） １．００（－０．９３）

O.D.L ０．００（－１．９３） ０．００（－１．９３）

（）はT.P表示

仙台塩釜港（仙台港区）
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（２）工事区分 

水中と陸上の工事区分は，平均干潮面（M.L.W.L.）を境界とする。ただし，平均干潮面（M.L.W.L.）

が設定されていないところは，平均水面（M.S.L.）と朔望平均干潮面（L.W.L.）との 1/2 を境界とす

る。 

      

 

１－３ 防波堤上部工 

（１）上部工の厚さ 

実績により第 1 段目の上部工（ベタ打ち）の厚さは 1.0m 以上とし，2 段目以上をベタ打ちする場

合の厚さは 0.5m 以上を標準としてよい。複数段とする場合は，打継ぎ面の滑動に注意すること。 

（２）パラペットの形状 

第 2 段目以上の上部港をパラペット形式にすることにより経済性が図られる場合はパラペット形

式を標準とする。 

防波堤上部工パラペットの断面は実績により以下の断面を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ 防波堤堤頭部の設計 

防波堤堤頭部における，根固めブロック，被覆ブロック（被覆石），消波ブロックは実績に基づき

港内側まで巻き込むものとし，巻き込み長は堤頭函1函分を標準とする。根固めブロックにおいては，

港内側も 2個並びを標準とする。 

 

 

１－５ 重力式係船岸基礎 

重力式係船岸の捨石基礎形状は，ビショップ法による偏心傾斜荷重に対し，十分な支持力を有する

断面とするが，実績により最少でも下図の形状を確保することを標準とする。 

b※ 

h 

※b の最小値は 1.5h 以上かつ 1.0m 以上とする。
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ただし，上図において，床堀断面の前趾の捨石幅が荷重分散幅を下回ってはならない。 

 

 

岩着式コンクリート単塊式の基礎については実績により下図を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基盤の種類 捨石厚（D） 摘要 

岩盤 1.0m 200kg 2 層 

砂及び粘土地盤 1.5m 200kg 3 層 

※埋戻しは水中コンクリート又は陸上コンク

リート，袋詰コンクリートとする。 

（）内は岩盤の場合 
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１－６ 防砂シート及び目地防砂板の敷設 

防砂シート及び目地防砂板の敷設形状は，実績により下図を標準とする。また，目地防砂工に防砂

板を用いる場合は t=5mm，幅 1.0m を標準とする。 
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１－７ 重力式係船岸の上部工 

重力式係船岸の上部工については，実績により以下を標準とする。 

① 水深 4.5m 以上の重力式大型係船岸の上部工の形状は下図を標準とする。 

 

② 上部工の厚さは 50cm 以上とする。 

③ 上部工の天端幅は 50cm 以上とする。 

④ 上部工のコンクリートには，ひび割れ防止筋（D13mm,30cm ピッチ）を配置することを標準とする。 

⑤ 目地間隔は 15～20m を標準とする。 

 

１－８ 矢板式係船岸の上部工 

矢板式船岸の上部工の断面形状寸法は実績により以下を標準とする。 
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第２節 積算関係基準 

 

２－１ コンクリートの配合及び設計基準強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）無筋コンクリートの蓋コンクリートでコンクリートの打込み後，初期材齢で波浪の衝撃，冠水のお

それがある場合や寒冷期に施工する場合等では，圧縮強度の特性値を 24N/mm2とすることができる。

注 2）無筋コンクリートの大型の異形ブロックでは，35ｔ～50ｔ型では圧縮強度の特性値を 21N/mm2とする

等，状況に応じて特性値を設定することができる。 

注 3）最小セメント量 370（kg/m3）以上を標準とする。 

注 4）鉄筋コンクリートで，耐久性を考慮して，最大水セメント比を 50％以下に設定する場合では，圧縮

強度の特性値として 30N/mm2を用いることができる。 

注 5）桟橋上部工は除く。 

注 6）桟橋上部工等のように，これまでに塩害劣化により所要の性能が失われている事例が多発している

ような構造部材にあっては，耐久性（性能の経時変化）に関する検討を行い，施設の要求性能を達

成するように適切に配合条件を定める必要がある。 

注 7）砂利の場合 25mm，砕石の場合 20mm とする。 

 

構造部材別のコンクリート配合条件の参考表及び強度の特性値の標準値 

配  合  条  件 

最大水セメント比（％） 

種類 構造部材の種類例 凍結融解

がしばし

ば繰返さ

れる地域 

氷点下の

気温となる

ことがまれ

な地域 

スランプ(cm)
粗骨材の最

大寸法(mm)

コンクリート

強度の特

性値

(N/mm2) 

防波堤上部工，ケーソン

の蓋コンクリート注１） 65 65 8, 12 40 18 

本体ブロック，異形ブロッ

ク（消波・被覆） 65 65 8, 12 40 18 

(21)注２） 

根固めブロック，袋詰めコ

ンクリート 65 65 8, 12 40 18 

係船岸上部工，胸壁，係

船直柱基礎（重力式） 60 65 8, 12 40 18 

無筋

コンク

リート 

水中コンクリート注３） 50 50 15 40 30 

係船柱基礎（杭式）胸

壁，係船岸上部工注５） 60 65 8, 12, 15 20, 25, 40 24 

桟橋上部工注６） － － 8, 12, 15 － 24 
ケーソン，ウェル，セルラ

ーブロック，Ｌ型ブロック 50 50 8, 12, 15 20, 25, 40 24 

消波ブロック 55 55 8, 12, 15 20, 25, 40 24 

鉄筋

コンク

リート 
注４） 

控壁，控抗上部工 60 60 8, 12, 15 20, 25, 40 24 

エプロン舗装 － － 2.5, 6.5 25(20) 注７）40 曲げ 4.5 
 

工事に使用するレディーミクストコンクリートは，別に指定のある場合を除き，

高炉セメントＢ種（JIS R 5211）の使用を原則とする。 
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２－２ 均しの種別及び余裕幅 
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２－３ その他基準 

 

（１）基礎杭の設計について 

①基礎杭の選定にあたっては，標準規格及び JIS 規格以外の規格についても構造計算及び経済比

較を行い決定すること。 

（参考） 

鋼管杭 

外径 例）400mm,500mm,600mm 等 → 400mm,406.4mm※,500mm,508.0mm※,600mm,609.6mm※等 

肉厚 外径 318.5mm 及び 355.6mm については 6.4,6.9,7.9,10.3,11.1 ピッチ，その他につ

いては 1mm ピッチで構造計算を行う。 

※インチサイズ鋼管杭（電縫鋼管）とミリサイズ鋼管杭（スパイラル鋼管）の違いのみで，

特に使い分ける基準は無いため，構造計算及び経済比較にあたってはインチサイズ鋼管

杭も含める。 

Ｈ形鋼杭 

例えば呼称寸法 300×300 型の場合，縦横の寸法が３種類(294×302,300×300,300×305)

あり，その他呼称寸法においても縦横のサイズが他種類あるため，各サイズで構造計算及

び経済比較を行い決定する。 

②海岸保全施設の杭の変位量について 

海岸保全施設（胸壁等）の基礎杭の許容変位量の基準について，特に定めた基準はないため

自立矢板式係船岸の基準を準用するものとし，常時 50mm 地震時 100mm を目安とする。 

（港湾の施設の技術上の基準・同解説 下巻 p.1030) 

 

（２）消波ブロックの使用重量の選定について 

消波ブロック等の必要重量については計算により決定するが，必要重量より上位重量のブロック

を使用した方が，総体個数が減り割安となることがあるため，ブロックの重量選定にあたっては経

済比較を行い決定する。 

 

（３）防舷材の使用規格について 

防舷材の長さについては，10cm 刻みで検討を行う。また，長さエキストラが追加される場合は経

済比較を行う。経済比較は外国産防舷材も含めて行う。 
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第３節 設計審査 

 

３－１ 設計審査 

設計審査は，｢港湾関係補助金等交付申請に係わる設計審査について｣（平成１３年１０月２４日国東

整港事第３２号）による。 

設計審査の円滑化を図るため，国土交通省東北地方整備局仙台港湾空港技術調査事務所において，設

計審査前に指導及び助言を頂いているところであるが，さらなる審査の簡素化を図るため，平成１９年

度より，指導及び助言を踏まえた設計審査表の最終確認と設計審査を同時に行うこととなった。 

 

【設計審査にかかる作業の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 手順④の段階で整備局設計審査担当者が同席し，設計審査を実施する。 

② 設計審査は，整備局港湾事業企画課をとおし日程等調整のうえ，整備局又は仙台技調のどちらか

で実施する。 
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（１）審査の相手方 

仙台港湾空港技術調査事務所 ･････ 施設全般 

整備局海洋環境・技術課 ･････････ 門扉・荷役機械等の機械施設（基礎は仙台技調） 

 

（２）審査対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）審査内容 

設計審査は設計条件の決定から断面決定までの設計内容を事業申請前に仙台港湾空港技術調査事

務所及び海洋環境・技術課と打合せをし，内容について了解を得る｡ 

審査の了解事項は記録に残し，事業申請時において申請内容が了解事項と適合しているか確認を

する。 

 

（４）審査時期 

設計審査に当たり，手戻り等を減らすため，事前に仙台港湾空港技術調査事務所の指導及び助言

を受けること。仙台技調担当者が内容を確認するための期間確保を考慮し，事前に郵送或いはメー

ル等により資料を提出する。 

事業申請予定年度の前年度まで完了するものとするが，通常１ヶ月，設計内容の変更があった場

合は３ヶ月位の期間を要するためできるだけ早い時期に審査を受けるようにすること。 

設計内容によっては，再計算するよう指導があるので委託履行期間内に審査を完了するようにす

ること。 

審査にあたっては手戻りのないよう設計条件，基本断面の決定，最終断面の決定等，段階的に審

査を行う。 

 

３－２ 設計審査表の記入にあたっての注意点 

（１）位置図には，審査対象となる区間を赤着色で表示し，延長等を必ず記入すること。また，同一

施設において既に審査済みの箇所がある場合は，別の色で着色するなどして，位置及び延長等

を表示すること。 
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（２）資料はＡ４版を原則とする。標準断面図は，各部の名称，材質名，寸法，勾配，重量，潮位，

標高等を見やすく記入すること。 

 

（３）設計条件には，ケーソンヤード等の施工上の制約，特殊な荷重条件，環境保全上の制約等設計

上特に考慮すべき事項及び設計結果に影響するものについて必ず記入すること。 

 

（４）設計審査表の記入事項を変更する場合は，必ず審査表を再提出し，必要に応じて再度設計審査

を受けること。 

 

（５）構造及び工法の選定理由について記載すること。 

 

３－３ 設計審査上の留意点 

 

（１）設計上の問題が事前に予想される場合には，構想調査等の段階であっても事前に相談するよう

にすること。また，埋立免許が必要な施設については，埋立免許申請前にも相談することが望

ましい。 

 

（２）新規断面の場合は，比較設計を実施し，経済性，施工法，安定計算結果等を総合的にとりまと

め，工費については代表断面だけでなく，工区毎或いは施設全体で考慮する必要がある。同一

の施設であっても，設計条件により比較設計を行い，大きく変化する場合は，工区を分割して

比較設計を改めて行うことが必要である。 

 

（３）延長の長い施設については，水深，土質，設計波等の変化に応じて適切な工区分割を行い，設

計検討断面を設定する必要がある。工区の分割は，経済性を追求し，施工性も含めて合理的な

説明が出来るよう，整理しておくことが必要である。 

 

（４）その他 

① 継続事業において，施工延長が延びて自然条件等が変わるような場合は，設計条件の見直

しを行うこと。なお，見直し（設計)において技術基準の適用については事前に相談するこ

と。 

② 隣接して同一設計条件で同一機能の施設がある場合，隣接施設の断面との整合性，工程計

画について十分検討すること。 

③ 設計業務をコンサルタント等に委託するケースで，業務を委託したからといって，その成

果を鵜呑みにすることなく，担当者が内容を十分に検討理解し，審査時には担当者自ら説

明すること。 

④ 設計計算書が膨大な場合は，時間が無駄にならないようにポイント（設計条件の設定，計

算手法等重要な項目，断面決定要因等）をおさえた概要版を作成すること。また，問題点

がはっきりしている場合は予め言及するよう努めること。 

⑤ 土質調査資料は，経済的で確実な構造物を設計･施工するために不可欠な設計条件となるた

め，その重要性を認識し，適切な調査計画に基づいて実施すること。 
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⑥ （２）及び（３）については，審査時に実施が義務づけるものではないが，審査過程での

質問や会計検査等において，適切に説明できるよう整理しておくこと。 

⑦ 指導･助言等を受けたときは，その処置内容も含めてとりまとめ，設計審査時に提出するこ

と。(下記様式参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 設計審査説明資料 

 

（１）設計審査説明書 

 

（２）計画関連の資料 

施設の設置理由，設置に至る経緯，法線の設置根拠，利用条件，事前実施工程等の計画平面図，

その他計画関連資料等 

 

（３）深浅図，地形図等 

設計箇所の状況について，周辺の状況も含めて明らかとなる深浅図，地形図，写真等 

 

（４）設計波，設計高潮位等 

沖波，堤前波の算出根拠（波浪観測方法，データ整理方法，推算方法，回折，屈折）の説明資料

あるいは設計高潮位の決定根拠の説明資料 

 

（５）土質関係の資料 

土質調査の位置図，柱状図，物理・力学試験等の資料，また近接する土質調査結果等参考となる

資料があれば添付する。 

土質調査結果は，地盤のモデル化，土質条件決定の根拠が明らかとなるよう整理する。 
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（６）設計計算書 

設計計算書が膨大な場合は設計条件の設定，計算手法等重要な事項，断面決定の要因をまとめた

概要版を作成し提出する。 

 

（７）設計審査表の記入方法 

位置図には，審査対象箇所を赤着色し，数量を記入する。また，同一施設において既に審査済み

の箇所がある場合は，別の色で着色するなどして数量，審査年度を明示する。 

資料はＡ４版を標準とするが，図面等はＡ３版の折込みでもよい。また，縮小する場合は各部の

名称寸法が見えるようにする。 

審査表の設計条件及び計算結果はタイプごとに記入し，各タイプの共通条件は共通事項として取

りまとめる。 

 

（８）提出部数 

仙台港湾空港技術調査事務所 １部 

整備局海洋環境・技術課   １部 

港湾課           １部 
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３－５ 設計審査事例 
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